
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 32期の中央執行委員長を務めます工学部支部の新村です。いくつか感じていることや考えてい

ることを述べて、あいさつに代えたいと思います。 

 

 私は 10年前（22期）にも委員長を経験しました。当時は法人化直後で、「労働法にもとづく労働

組合」としての役割が強調されました。賃金も労働条件も労使交渉によって決めていくという立場

から団体交渉に臨み、「人勧準拠を理由とした一方的な賃金・ボーナスカットは許されない」「就

業規則の不利益変更は職員の合意なしには認められない」と主張してきました。しかし、当局は健

康診断や厚生施設の充実などわずかな改善策（そのいくつかはもともと実施する予定だったもの）

を示すのみで、我々の要求に応じることはありませんでした。交渉技術の未熟さもありましたが、

組織率の低さが基本的な力関係を決めていたと感じています。「過半数組合をめざす」という 32期

の方針は大切であると思っています。少しでも多くの職員を組合に迎えたいと思っています。 

 

 法人化後、岐阜大学で働く職員の労働条件はどのように変化したのしょうか？法人化前は、全国

の国立大学の労働条件は、公務員として（昇格・昇給の実態には差はありつつも）概ね同じでし

た。10年を経てその差はどうなっているのでしょう。「人勧準拠」「文科省いいなり」）のおかげ

（？）で、制度面での給与・労働条件には大きな差が生じていないように見えます。しかし、実態

はどうでしょうか？運用面でその差は大きくなっており、その差は今後、加速度的に大きくなって

いくように思われます。他大学との比較もしながら、岐阜大学の実態を明らかにしていきたいと思

います。 

 

 最近、岐阜大学ではパワハラ・セクハラ・アカハラが目立つようになっています。これは何の兆

候でしょう？職員はますます孤立化していると感じます。最近、職場の雰囲気が変わったと感じて

いる職員は多いのではないでしょうか？給与（月給制・年俸制）や雇用（常勤・任期付き・特任教

員）における格差は個々の職員だけの問題でしょうか？ 

組合は、職種・職階に関係なく平等の権利を保証する民主的な組織として、職員相互の関係（支え

あい、交流の場）にかかわる労働条件・労働環境にもしっかり目を向ける必要があるように思いま

す。 

 

 大会では、学問の自由や平和の課題について修正提案があり、議案書にも一部盛り込まれること

になりました。「防衛省による安全保障技術研究の推進」に関してです。組合は賛否の分かれる政

治的な課題は取り上げない方針であると理解しています。しかし、学問の自由や平和を守るという

課題は、本来、政治的選択の問題ではなく、普遍的価値として社会・人類が広く求めているもので

す。どう取り組むかは難しい問題ですが、組合員の皆さんとともに検討したいと考えています。1年

間、委員長を務めてまいりますので、皆様のご協力をよろしくお願います。 
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9月 30日に行われた第 32期定期大会について報告

します。代議員数 35名に対して、委任状を含め 33名

（現出席 25名）の出席で大会は成立しました。以下の

ような修正が行われた上で、すべての議案は賛成多数

で可決、承認されました。 

 

第 1号議案の情勢部分について、安全保障関連法に関する修正（追加）提案があり、審議した結

果、修正しないこと（原案通り）となりました。また、第 3号議案に関して、修正提案があり、以

下のような修正（追加）を行うこととなりました。 

 

 修正前 

  [5]諸団体と連携します。 

  ・全国大学高専教職員組合・・・（以下、省略） 

  ・文教予算の拡充を求めるため・・・（以下、省略） 

 

 修正後 

  [5]その他 

  ・全国大学高専教職員組合・・・（以下、省略） 

  ・文教予算の拡充を求めるため・・・（以下、省略） 

  ・防衛省の「安全保障技術研究推進制度」については、諸大学と連携して 批判的な態度で臨む 

 

また、第 5号議案（会計細則の改正）については、原案を修正し、現行条文を以下のように、改

正することとなりました。 

 

 現行条文 

  第 3条 組合員が納入する組合費は、毎年 4月における組合員の本俸をもって算出する。ただ

し、年度途中で加入した組合員については、加入した月における組合員の本俸を持って算出す

る。 

  ２．組合費は、組合員の本俸の 0.7%とする。そのうち、0.2%分については、組合員の属する支

部および支部準備会の活動費とする。 

  

改正後の条文 

  第 3条 組合員が納入する組合費は、毎年 4月における組合員の本給月額をもって算出する。

ただし、年度途中で加入した組合員については、加入した月における組合員の本給月額をもって

算出する。 

  ２．組合費は以下の表の通りとする。 

 

 支部または支部準備

会に属する組合員 

支部または支部準備

会に属しない組合員 

月給制の職員 本給月額の 0.7% 本給月額の 0.5% 

年俸制の職員・任期

付職員・特任教員 

本給月額の 0.4% 本給月額の 0.3% 

 

  ３．各支部および支部準備会には所属する組合員の組合費総額の 7分の 2を活動費として配分

する。 

 

なお、上記の修正については、本報告をもって組合員に周知したものとさせていただきます。す

でに配布された議案書に添付していただきますようお願いいたします。 
 

第 32期定期大会の報告 

 



 
 

 

 

 第 32期定期大会に寄せられた全国大学高専教職員組合からのあいさつの文書を掲載します。や

や長文ですが、現在、国立大学法人が置かれている状況と組合の課題の全体像がまとめられており

ますので。ご一読いただきたいと思います。 

 

 

岐阜大学職員組合  第 32回定期大会 御中 

 

岐阜大学職員組合の定期大会の開催にあたり、皆様の日頃のご奮闘に対して敬意を表します。ま

た、多くの学生に教育の場を提供し、学びを支えるさまざまな仕事に日々努力している仲間として

心から連帯のご挨拶を申し上げます。 

全大教は、大学・高等教育の充実に向け、国立大学の運営に必要な運営費交付金の増額、基盤的

経費の拡充、学費減免措置や給付制奨学金の導入などを政府・文科省と国会に要望してきました。

しかし、安倍政権はこれらの要求には応えず、大学改革を成長戦略の一環とし位置づけ、文部科学

省は「国立大学改革プラン」（2013年 11月）を策定しました。その中で 2014・2015年度の２年間

を「改革加速期間」とし、ミッションの再定義、研究教育組織の見直し、ガバナンス機能強化、ス

ーパーグローバル大学創成など、国立大学に対して「改革」を迫っています。 

2015年 4月施行の学校教育法「改正」は、教授会を諮問機関化することで大学自治を破壊し、学

長の専権体制の確立を狙うものです。また、国立大学法人法の「改正」は、経営協議会の構成のう

ち学外委員を「過半数」とすることで、大学構成員の意向を軽視した大学運営を行いやすくするも

のです。これらに対して全大教は大学自治を再構築する粘り強い取り組み進めます。 

国立大学法人評価委員会は、第 3期中期目標期間の組織の見直しの中で教員養成系と人文社会科

学系の学部・大学院の廃止や他分野への転換を求め、「第 3期中期目標期間の運営費交付金の在り

方に関する検討会」は「機能強化の方向性」に応じた運営費交付金の評価配分を提言するなど、大

学「改革」を強引に進めようとしており、これに対抗した取り組みが重要になっています。 

2015年度中に年俸制を国立大学教員 1万人に導入するとした文部科学省の計画は、短期間での教

員業績評価や過度の給与格差を導入することで、教育・研究の現場を荒廃させるものです。全大教

は単組と一体となって、年俸制賃金制度の透明性を求め、不利益変更とならないこと、本人同意に

よることなどを求める団体交渉を進めています。 

高専協議会、高エネ研、福岡教育大、山形大、富山大、京都大、福井大、新潟大、高知大、電通

大、和歌山大の 11組合による臨時減額による未払い賃金請求訴訟は、国立大学法人・独立行政法

人での賃金決定、労使関係を問う初めての全国的な裁判闘争として歴史的意義をもったものです。

高専（1月 21日）、福教大（1月 28日）、京都大（5月 7日）、高エネ研（7月 17日）の地裁判

決は、誤った事実認定から、国立大学法人等の特殊性から賃金引き下げの高度の必要性を判断し、

労働契約法 10条に基づいた高度の必要性が立証されてないにもかかわらず請求を棄却する極めて

不当なものです。いずれも控訴し、高等裁判所で公正な判断を求めます。この裁判闘争を背景に、

各単組は団体交渉を粘り強く進め、いくつもの単組が成果を上げています。全大教は、教職員の生

活と権利を守り、労使自治の原則と国立大学法人運営の自律性・自主性を確立するため、未払い賃

金請求裁判を全国の組合の連帯ですべて勝訴する決意で奮闘します。 

また、軍事研究の制限や平和教育の推進などを内容とする内部規範への不当な攻撃、日の丸掲

揚・君が代斉唱の押しつけ、さらに憲法違反の集団的自衛権行使のための「平和安全法制」の強行

採決など、学問の自由に基づく教育研究が重大な危機に直面しています。 

貴組合が、教職員の労働条件と教育研究環境の改善で前進され、さらに多くの組合員の仲間を増

やされることを祈念して連帯のご挨拶といたします。 

 

2015年 9月 30日 

全国大学高専教職員組合中央執行委員長 中富 公一

全大教より大会に寄せられたあいさつ文 
 



 

イベントのご案内 
 

ブラックバイト護身術! 
 

ブラックバイトについての学習会を開催します。最近、研究室の学生が「バイトがきつい」

とよく言います。「どうしても変更できない」とか「責任をもたされているので休めない」な

ど、バイトとは思えない厳しい仕事環境があるように思います。いま、「ブラックバイト」が

社会問題化していますが、この問題は身近に生じつつあります。研究室の学生・院生に参加を

呼びかけてください。また、教員や職員も理解しておくべきことがいろいろあるように思いま

す。教職員の皆さんもご参加ください。（電子版の案内チラシを組合員の皆さんにお送りする

予定です。印刷して、ご利用いただければ幸いです） 

 

日時：10月 22日（木）18:30-20:30 

会場：地域科学部第 1会議室 

 
【主催】岐阜大学職員組合、岐阜県労働組合総連合、自由法曹団岐阜支部、東海労働弁護団岐阜支部 

 

病院・看護師問題学習講演会 
 

附属病院では、人手不足が深刻化し、現場で奔走する看護師には過重な業務とストレスがかか

っています。「それがきつくて辞めてしまい、人手が減ってさらに過重になる」という悪循環

が起きています。また、その厳しい現状は、職場の人間関係や管理体制にも支障をきたし、安

心して働ける環境とはほど遠い実情が広がっています。他方で、医療改革、医療政策は現場を

置き去りにしたまま進められており、その矛盾はますます広がりかねないことが懸念されてい

ます。 

 そういった状況であるからこそ、労働者の職場環境・条件確保や横のつながりを要求する労

働組合の出番となっていますが、残念ながら、十分な役割を果たせるような状況にはなってお

りません。このような状況を改善するために、看護師の実情・窮状およびそれをとりまく病

院・医療政策の動向などに詳しいルポライターの小林美希さんをお呼びして、講演会と今後に

向けた学習検討会を企画しました。 

 私たちの健康や命を守る最前線であるべき病院で起きているこの問題は、看護師だけの問題

ではなく、私たちすべてにかかわる大きな問題です。この機会にぜひ、病院・看護の実態につ

いて学び、実態に即した改善方向をともに考えてみたいと思います。多くの方々のご参加をお

待ちしております。 

 

  日時：１１月２８日（土）正午（予定） 

  場所：場所未定（決定次第、あらためてご案内いたします。） 

  講師：小林美希（フリーライター） 
 

＊(講師紹介) 『看護崩壊』『保育崩壊』『ルポ職場流産』『ルポ産ませない社会』など、  

労働・経済問題を土台にした社会問題を徹底した現場主義の姿勢から問うジャーナリスト。 

 
【主催】岐阜大学職員組合、岐阜県民主医療機関連合会労働組合 

          
 

 

 


